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平成３０年荒川区教育委員会第２回定例会 

 

 

 １ 日  時      平成３０年１月２６日   午後１時３０分 

 

 ２ 場 所      特別会議室 

 

 ３ 出席委員    教   育   長           高 梨 博 和 

教育長職務代理者           小 池 寛 治 

           委      員           小 林 敦 子 

           委      員           坂 田 一 郎 

           委      員           髙 野 照 夫 

 

 ４ 出席職員    教 育 部 長           阿 部 忠 資 

           教 育 総 務 課 長           山 本 吉 毅 

           教 育 施 設 課 長           平 野 興 一 

           学 務 課 長           小 堀 明 美 

           指 導 室 長           瀬 下   清 

           生 涯 学 習 課 長           浦 田 寛 士 

           書      記           佐々木 希久子 

           書      記           小 川 綾 一 

           書      記           湯 田 道 徳 

           書      記           宮 島 弘 江 

 

 

 

（１）審議事項 

   議案第 ２号 教育委員会主要施策に関する点検・評価の実施結果について 

   議案第 ３号 平成２９年度荒川区登録文化財の登録、荒川区指定文化財の指定、継続審

議すべき有形文化財について 

   議案第 ４号 平成３０年度荒川区一般会計予算（教育事務）に対する意見の聴取につい
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て 

 

（２）報告事項 

   ア 幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部改正について 

   イ 区立幼稚園における預かり教育のモデル実施について 

   ウ 伝統工芸技術継承者育成支援事業補助延長について 

 

（３） その他 
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○教育長 ただいまから教育委員会第２回定例会を開催させていただきます。 

  出席者数でございますけれども、５名出席でございます。議事録の署名委員につきまし

ては小林先生、高野先生、御両人にお願いしたいと存じます。 

  １０月２７日開催の第２０回定例会及び１１月１０日開催の第２１回定例会の議事録に

つきましては、前回の定例会で配付させていただき、その間の確認をしていただいてござ

います。本日、特に委員の皆様から御意見等がなければ承認とさせていただきたいと存じ

ますが、よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ声あり〕 

○教育長 それでは承認とさせていただきます。 

  また、１１月２４日開催の第２２回定例会の議事録を机上に配付させていただいてござ

います。次回の定例会で承認についてお諮りしたいと考えてございます。次回までに御確

認いただき、何かお気づきの点等があれば事務局まで御連絡をお願いたします。 

  それでは、本日の議事日程に従いまして議事を進めます。 

  本日は、審議事項３件、報告３件、計６件となってございます。 

  初めに議案の審議を行います。議案第２号「教育委員会主要施策に関する点検・評価の

実施結果について」を議題といたします。それでは教育総務課長、説明をお願いいたしま

す。 

○教育総務課長 議案第２号「教育委員会主要施策に関する点検・評価の実施結果について」御

説明を申し上げます。 

  提案の理由でございます。地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条に基づき

まして「教育委員会の点検・評価」について、本年度における実施結果がまとまりました

ので、付議するものでございます。 

  内容でございます。今回、実際には２８年度に実施した事業の点検・評価でございます。

点検・評価者につきましては、早稲田大学教育・総合科学学術院教授の長島先生。それか

ら東京都教職員研修センター教授の峯川先生。鎌倉女子大学講師・学校安全教育研究所教

授の矢崎先生の３人の方に点検・評価者になっていただいてございます。 

  ２の点検・評価の実施方法等ございます。平成２８年度の教育委員会における主要施策

の点検・評価に当たって学識経験者と意見交換、それから現場施設等を踏まえまして、今

回この点検・評価を求めさせていただいたものでございます。 

  ３で学識経験者の皆様の意見の概要でございます。今回の点検・評価の対象は三つでご

ざいます。 

  １つ目が幼児教育でございます。この幼児教育につきましては早稲田大学の長島先生に
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点検・評価をお願いいたしました。長島先生からは以下のような意見をいただいてござい

ます。策定されている「荒川区の就学前プログラム わくわく えがお 荒川の子」は、

発達と学びの連続性を考慮した一貫したプログラムとなっている。本プログラムをさらに

活用し、充実した教育・保育を提供することを期待している。 

  ２点目でございますけれども、平成２２年度から東京芸術大学と連携いたしまして、

「幼児期における美術の造形と表現による教育の可能性についての実践的研究」を実施し

ておりますが、参加した子どもたちが関心をもって楽しく取り組んだことが見て取れる。

またプログラム実施後、園がプログラムで得たものを日常の活用に活かそうとしているこ

とも高く評価している。 

  ３点目でございますが、幼保小中学校の交流連携についてでございます。園児と児童・

生徒の交流は行われているが、保育者と教員の相互理解・相互交流の機会が多いとは言え

ないのではないか。また学校選択制等によりまして、幼保小の交流・連携が難しい面があ

り、就学前教育プログラムを共有し、つながりを意識した連携を進めていく必要があると

いう御意見をいただいてございます。 

  点検・評価の２つ目は、道徳教育についてでございます。道徳教育につきましては、東

京都教職員研修センターの峯川先生にお願いしたところでございます。御意見といたしま

しては、荒川区が作成しております道徳教育郷土教材集につきまして、子どもたちが荒川

区に誇りや愛着を持ち、地域に貢献しようとする心情や意欲、態度を育成する上で極めて

重要であり、また区外から転入した教員が荒川区を深く知る上で有用であるという声もあ

ったということで御意見をいただいております。 

  裏面に移りますが、児童・生徒の道徳の育成につきましては、保護者・地域の協力なし

に学校だけで行うことは難しいことを改めて認識して、学校・家庭・地域が一体となった

道徳教育を推進していく必要があるという御意見をいただいてございます。 

  ３点目でございますが、新学習指導要領実施に向けた研修会を年２回実施し、各校の道

徳教育推進教師等が参加している。他の研修会との兼ね合いからも回数、内容は適切であ

ると考えられる。 

  ４点目の御意見でございますが、「特別の教科 道徳」となる今後に向けて、授業時間

数の確保という量的な側面と、道徳科の授業の工夫・改善といった質的側面の両面から改

善を図る必要がある。そのためには、道徳教育推進教師がすぐれた道徳の授業の実践者に

とどまらず、道徳教育の改善・充実を目指す学校運営に参画する人材として育成すること

が求められているという御意見をいただいてございます。 

  ３つ目のテーマでございますが、子どもの安全対策についてでございます。こちらは鎌
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倉女子大学の矢崎先生に点検をしていただきました。地域安全マップについては、全小学

校がタブレットＰＣによる安全安心マップを作成しており、タブレットＰＣの活用は今後

さらに効果が期待できる。地域安全マップは中学生でも効果があるため、中学校での地域

安全マップの実施を期待したい。 

  ２点目でございますが、全中学校に「防災部」が設置されており、小学校でも「ジュニ

ア防災クラブ」が設置している学校があることは、将来の担い手である子どもたちの防災

意識を高める取り組みとして非常に注目している。 

  ３点目でございますが、学校司書が「災害安全資料」として教科別及び内容別に災害安

全に関する図書を分類し、生徒の学習に役立てようとしている中学校があるのは特徴的な

取り組みである。 

  ４点目でございますが、登下校等の防犯対策として、小学校の下校時間帯に方面別に学

校安全パトロール員が付き添うことや、全校の学校の出入り口にスクール安全ステーショ

ンが設置され、児童安全推進委員が常駐していることは、防犯上効果的であり特徴的な取

り組みであるという御評価もいただいてございます。 

  また、あわせて児童通学案内指導員による交通安全対策は、防犯と合わせて地域の協力

を得て行っている。 

最後になりますが、学校を中心として児童安全推進員の活動や学校安全パトロールなど、

登下校の安全、学校への不審者侵入防止等について地域との連携を充実しているという御意

見をいただいているところでございます。 

  説明は甚だ簡単でございますが、以上でございます。 

○教育長 ただいまの説明につきまして、御質疑等ございますでしょうか。 

  山本課長が御説明したのは概要ですので、本書は別添資料になってございます。 

○小池委員 このような点検・評価という極めて目的意識を持って、テーマを決めて点検・評価

をしてもらうやり方というのはすごくいいと思います。ぜひこのような形で総論だけでは

なくて、極めて具体論で点検・評価してもらうのはいいかなと思います。それで荒川区が

やっている特徴的なもの、幼児教育については東京芸大とのジョイントプロジェクトです

ね。こういうことについてもこれはいいという高い評価をしておられるし、それから道徳

については授業時間数の確保というか、実践者にとどまらず、道徳教育の改善・実施を目

指す学校運営に参画する人材として育成することを求められるということ。それから子ど

もの安全対策について、荒川区の全中学校に防災部があるわけですけれども、防災部、こ

ういうのは小学校でもジュニア防災クラブとしてやったらどうかとか。それから登下校の

ときの防犯対策としての学校安全パトロール員が付き添うということについて、きちっと
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評価して見てもらっている。こういうように極めて具体的にテーマを決めて、点検・評価

を行ってもらうということは今後とも続けていただきたいという感じがいたします。 

○教育長 御評価ありがとうございます。この件について事務局、ありますか。 

○教育総務課長 実は個別の三つずつにしたのは３年前からで、それまではすべての項目につい

てやっておりました。教育委員会もそうですし、それから議会からも、広く浅くやるのは

どうなのということがありまして、３年前からテーマを三つに絞ってさせていただいてい

る状況でございました。小池先生から評価をいただいて、事務局としては大変ありがたい

と思ってございます。これで３年たって全部で計九つの評価を終わりましたが、まだ区で

やっている事業はたくさんありますので、来年以降も三つずつ順番に深く細かくやってい

ただけたらと考えてございますので、今後ともよろしくお願いいたします。 

○小池委員 よろしくお願いします。 

○小林委員 よろしいでしょうか。この学識経験者の御意見ですが、御三方にお願いしまして、

それぞれが大変に重要なポイントを指摘していただいておりまして、本当にありがたいと

思いました。 

   まず長島先生は、幼児教育についてですが、今、教育の世界で幼児教育が非常に注目され

ております。その意味でもこれを評価していただいたのは非常にいいことであると思いま

した。特に長島先生は「荒川区の就学前教育プログラム わくわく えがお 荒川の子」

を取り上げておられます。これは多くの方の御努力によって出されておりまして、私自身

も読ませていただいたのですが、この中に接続期カリキュラム及びいろいろな事例集がつ

いておりまして、今後の荒川区の幼児教育推進の上で非常に参考になると思いましたので、

この点も長島先生の方から高く評価していただけて、本当にありがたく思いました。 

   また長島先生の御意見の中で、３点目ですが、幼保小中学校の交流や連携の点で、保育者

と教員の相互理解・相互交流の機会が多いとは言えないという御指摘がありまして、これ

も極めて重要なことだと思います。定例会の前に明和政子先生に関しまして少し御紹介さ

せていただいたのですが、やはり今、日本では母親が非常に孤立している状況にあると。

その中で子どもを育てていかなければいけないため、保護者と教員との交流であるとか、

あるいは保護者同士の交流は重要だと思うのですね。その意味では長島先生も御指摘いた

だきまして、非常に重要な点だと思われました。 

   これは補足になるのですが、例えば東京都新宿区ですと、こういった保護者と教員、ある

いは保護者同士の連携という点ではいろいろと努力しておりまして、新宿区入学前プログ

ラムというのをやっております。入学前のお母さんたちが学校に来て、一緒に母親同士が

交流したりする機会も設けられておりますので、今後、参考になるのかもしれません。 
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  それと峯川先生、道徳教育についてということで、さすがに専門の先生でいらっしゃい

まして、的確なアドバイスがされております。小池先生も言及されたのですが、道徳教育

の量的な側面とともに質的側面が非常に大事です。今後、道徳教育を担ってくださる先生

方をどのように育成していくのか、それが課題になるのかなと思いました。 

  また矢崎先生なのですが、荒川区の安全教育は、全国的にも非常に注目されていると思

います。荒川区の安全教育の特色は、児童・生徒が主体的になるというか、児童・生徒が

防災あるいは安全に対する意識を持つような教育がされておりまして、その点で非常に注

目するべきものだと思っております。荒川区の安全教育に関しまして御専門の矢崎先生か

ら高く評価していただいているということで、これは私たちが進めてきた教育が、いい方

向で進んできたのだということを感じました。 

  先生方はそれぞれの御専門の立場から、点検・評価していただきまして、本当にありが

たいなと思っております。三人の先生方にくれぐれもよろしくお伝えください。 

○教育長 ほかにないようでございましたら、質疑を終了とさせていただきます。 

  議案第２号につきまして、討論はございますでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ声あり〕 

○教育長 それでは討論を終了させていただきます。 

  議案第２号につきまして御異議等ございますでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ声あり〕 

○教育長 それでは異議ないとものと認めます。 

  議案第２号「教育委員会主要施策に関する点検・評価の実施結果」につきましては原案

のとおり決定とさせていただきます。 

   続きまして議案第３号「平成２９年度荒川区登録文化財の登録、荒川区指定文化財の指定、

継続審議すべき有形文化財について」を議題といたします。生涯学習課長、説明をお願い

いたします。 

○生涯学習課長 それでは、平成２９年度荒川区登録文化財の登録、荒川区指定文化財の指定、

継続審議すべき有形文化財につきまして、御提案申し上げます。 

  提案理由でございます。文化財保護条例４条、６条の規定により、荒川区登録文化財の

登録及び指定文化財の指定を行うためでございます。 

  内容でございます。３項目ございまして、資料の構成でございますけれども、ページを

振っておりませんことをまずもっておわび申し上げます。資料の構成といたしましては、

これから私が申し上げます１枚目のペーパーの方で説明しつつ、ふるさと文化館の野尻館

長より次ページ以降、まず写真で順番にイメージをということで起こさせていただいてお
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ります。その後に、登録すべき文化財の個別の内容についての資料という三つで資料構成

されてございます。よろしくお願いいたします。 

  それでは１枚目の資料にお戻りいただきまして、内容の１でございます。まず荒川区登

録文化財とすべきものにつきましては３点ございます。有形文化財歴史資料につきまして

は、杉野中尉殉難遺蹟の碑。それから無形文化財工芸技術におきましては、表具。無形民

俗文化財につきましては素盞雄神社天王祭でございます。所有者等、所在地等につきまし

ては記載のとおりでございます。 

  続きまして２の荒川区指定文化財とすべきものにつきましては２点ございます。有形文

化財絵画におきましては、板本着色平経正竹生島詣図絵馬でございます。無形文化財工芸

技術におきましては、木版画摺でございます。所有者等、所在地等については記載のとお

りでございます。 

  ３の継続審議すべき有形文化財につきましては１点でございまして、有形文化財建造物

といたしまして、荒川遊園の煉瓦塀。理由につきましては、周辺を含めました景観等の補

足調査をする必要があるためということでございます。所有者等、所在地等につきまして

は記載のとおりでございます。 

   この後、ふるさと文化館長、野尻より、次ページ以降の写真、それから個別の説明につき

まして、簡潔かつ要点に絞って説明させていただきます。 

○ふるさと文化館長 それでは、ふるさと文化館の野尻から説明させていただきます。写真を見

ながら、文書資料も見ていただければと思います。 

   まず第１番目ですが、登録文化財の有形文化財の歴史資料でございます。杉野中尉殉難遺

蹟の碑で、熊野前商店街の中にこの碑はずっと建っております。大正６年３月に杉野中尉

は、陸軍野外飛行で所沢へ帰航中に突風に襲われまして、尾久で墜落いたしました。この

ときの被害状況等は記録にないのですが、中尉はこれでお亡くなりになったわけです。こ

のことは当時の新聞に大きく報じられまして、杉野中尉の功績、死を悼みまして、帝国在

郷軍人会の尾久村の分会によって、中尉の慰霊碑がつくられたわけです。この慰霊碑につ

きましては、亡くなった翌年、大正７年に追悼式が行われまして建立されたわけですが、

こちらの碑文の揮毫は東尾久の満光寺の先代御住職の筆になるそうです。 

   建立以来、航空界初期の事故として杉野中尉の事故は知られておりまして、地域の施設と

して保存されており、この碑についても地域住民によって管理・保管されてきました。こ

ちらの場所が熊野前商店街防災スポット整備事業にかかりまして、区にこの碑が寄贈され

ました。今後は区が所蔵者として保管していくということでございます。 

   登録理由につきましては、日本航空史を語る上で貴重である。また、建碑以降も地域の史
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跡として親しまれ保存されてきたなど、尾久地区の歴史を語る上で重要であるという理由

でございます。 

  続きまして、今度は無形文化財になります。裏面を御覧ください。写真は、作業をして

おります田尻さんの写真を掲示しております。昭和４１年生まれの田尻和久さん。こちら

を今度、登録無形文化財として候補に挙げてございます。保持者は田尻表具店の長男とし

て生まれましたが、小学校のころからお父さんのお仕事の手伝いをしていたということで

す。大学卒業後、一時一般企業に勤めましたが、お父様が病気のために急遽店を継いで二

代目となりました。お父さん自体は石川県の七尾市でお生まれになり、お祖父様の専之助

さん、それからお父さんの長兄にあたる弥之助さんが表具に関するお仕事をされていまし

た。七尾市といいますと温泉街などがございまして、温泉旅館のお仕事、それから寺院の

お仕事などを手がけていたそうです。お父様につきましては昭和３６年に上京されまして、

日暮里に一度勤めまして、その後３９年に独立して尾久でお店を開きました。 

   保持者のお仕事は多岐にわたっておりますが、個人、それから公共機関、寺院、美術館な

どから依頼される屏風の仕立てですね。それから軸物ですとか、額装などの表具の修理な

ども行っております。 

   それから登録理由でございますけれども、表具というのは古代から仏画、教典、それから

室内に立てる間仕切りとして、調度品として使われてきたものなのですけれども、その技

術は宗教ですとか美術、茶の湯文化の普及、それから発展に大きく寄与してきたものでご

ざいます。また日本人にとっての生活道具としても庶民にも密接なかかわりを持ってきた

ものでございます。現在では美術品の展示のみならず、その修理においても欠くことがで

きない技術であるということで、区にとって貴重であるという理由でございます。 

   保持者の認定理由ですが、保持者は生活様式の変化によって職人の数が減少している中で

約３０年の経験を経て技術を修得しており、区にとって貴重であるといえます。田尻さん

は伝統工芸技術保存会でも役員をされておりまして、ギャラリーの運営なども一生懸命や

ってくださっております。 

  続きまして、今度は無形民俗文化財、素盞雄神社天王祭でございますが、保持団体は素

盞雄神社氏子中という名称になります。こちら所在地というよりも伝承地。この祭りを行

っている場所、すべてが文化財の伝承地ということで非常に広域でございますけれども、

南千住地区、それから町屋地区、荒川地区の８０％ぐらいが素盞雄神社の氏子域になって

おりますし、それから東日暮里の一部、西日暮里の一部、それと台東区の三ノ輪にもまた

がっているところでございます。 

   内容につきまして、素盞雄神社というのは旧千住宿の天王神社でございますが、こちら６
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月に行われる祭礼が今回の当該文化財でございます。神輿の渡御というのが天文１０年に

始まったという伝承を持っております。このお祭り自体は京都の祇園祭と同様に、疫病で

すとか災いを祓う、悪疫退散・除災招福・郷土繁栄を願う、都市型祭礼に位置付けられて

いるものでございます。先ほど御紹介いたしましたように、氏子域は非常に広大でござい

まして、すべてで６１ヶ町ございます。江戸時代の地名でいいますと、小塚原町、通新町、

三之輪町、三河島村、町屋村に該当いたします。現在は６月２日に宵宮祭、３日に例大祭

が行われます。それから３年に一度、本社神輿が氏子域を渡御いたします本祭が行われま

す。また毎年、氏子祭りも氏子域において行われるわけですが、この氏子祭り、本社の渡

御行事につきましては、例大祭の次の土日に行うことが慣例となっております。 

  由緒に基づきまして町屋地区が神輿の「宮出し」を行うことが慣例になっておりまして、

また三河島地区では、２日目のお祭りのときに、神様に食事をお出しする昼御饌祭の役割

を担っております。また、小塚原通りから御神輿が本社に帰りますときの「宮入り道中」、

これは南千住地区が担うということで各地区ごとの行事における分担が決まっております。

このお祭りにおきましては、四間半、８.１メートルの非常に長い二天棒と言われているも

のですが、この棒で振る「神輿振り」が有名で、東京のお祭りの中でも特徴的なものと言

われております。江戸時代以来、南千住、三之輪、三河島、町屋地区の氏子の生活に根差

した年中行事として行われてきまして、地域の伝統的な風俗慣習として親しまれてきたも

のでございます。 

  このお祭りの歴史をひも解きますと、江戸時代までは最終日に千住大橋の上で綱引をし

たり、又はもう少し前の時代ですと、足立区側の千住五丁目まで御神輿が行っている記述

もございますし、それから三河島地区の人たちが、最後のお祭りの夜に、たいまつで御神

輿を送るという「タイマツ送り」という行事も行われておりまして、これらは江戸時代の

本、又は明治時代の新聞などで紹介されており、相当、江戸又は東京でも知られているお

祭りだと位置付けられております。 

  登録理由でございますけれども、創始伝承が明らかであり、近世・近代・現代に至るま

で社会の変容に応じながら継承されてきた地域の生活文化の特徴を示すものであり、保存

の必要がある。とりわけ神輿渡御における二天棒による神輿振りは特徴的であり貴重であ

る。 

  認定理由です。こちら保持団体は、地域の祭礼を伝承してきた地縁組織を受け継ぎ、衣

食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習を高度に伝えており、区にとって重要で

ある。写真を見ていただきたいのですが、１枚だけですけれども、これが素盞雄神社の本

社神輿の二天棒の神輿振りの様子です。神輿の下に男性が背中に担ぐように入っておりま
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すけど、これは技を持ってないと非常に危険で腰の骨を折ったりするほどの難しさなので

すが、この役割に付くのが、若い者の憧れだと聞いております。こちらの若者たちはそれ

ぞれの氏子域の若睦の代表者が選ばれてこちらを担ぐことになるわけですから、一生懸命

小学生のころから練習をすると聞いております。 

   続きまして、指定すべき文化財の説明に入らせていただきます。１点目、有形文化財絵画、

板本着色平経正竹生島詣図絵馬でございます。写真がございますので御覧ください。この

大きな金色の背景の絵馬でございます。こちらは西日暮里三丁目にあります延命院という

お寺の七面堂というお堂の中にかけられているものです。「平家物語」巻の七に見えます、

平経正の竹生島詣を画題とした大きな絵馬でございます。材質は軽い桐材を使っておりま

す。吉祥天と弁財天が本地とされている七面明神が安置されている七面堂内に納められて

いるということで、七面明神に関係するテーマを選んでいるということでございます。制

作年代が明確になっておりまして、天保１１年９月につくられ、安政４年にこれを修理し

たことがこの絵馬に書かれております。絵師は麗斎泰信、それから補筆したのが暁雲斎意

信。実はこの絵馬をこの間の秋に行われました名宝展でお借りしてきましたところ、裏面

に墨書があることが確認されまして、新たな情報が得られました。それは誰がこれを奉納

したかということでございます。願主は、小石川春日町にあります谷津家の女性、敬さん

という方が願主となって奉納したものです。それから額の九曜の飾りについては、恐らく

奉納者の家紋の可能性がありますけれども、谷津家の家紋をまだ確認できておりません。

女性がこれだけの大きなものを奉納しておりますけれども、七面明神に対しては、江戸城

の大奥の女性たちが多くお参りしているということで知られているものですから、この谷

津家の敬さんも大奥の女性である可能性があると考えております。七面明神のお祭りが９

月１９日ということですので、この奉納も恐らく七面明神のお祭りに合わせて奉納したも

のであろうと考えております。 

   こちらの絵馬は、普段は公開しておりません。ただ、縁日が毎月１９日に行われておりま

して、このときに七面講という行事を行っております。このときだけこちらを見ることが

可能だということでございます。 

  指定理由ですが、江戸の七面明神信仰を示す資料として重要であり、歴史的価値が高い

だけでなく、制作年代や絵師が明確であり、近世後期の狩野派の絵師の活動を知る上で絵

画史上・文化史上大変貴重であるということでございます。基準については表記のとおり

です。 

  もう１件、指定すべき無形文化財の工芸技術です。名称、木版画摺。保持者は川嶋秀勝

さん。昭和１９年のお生まれで今年で７３歳になります。西日暮里三丁目の寺町にありま
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す関岡木版画工房で働いてらっしゃいます。川嶋さんは栃木県の大田原市出身ですが、昭

和３４年に中学を卒業した後、関岡家に入りまして修業を始めたそうです。関岡家の技術

の系譜というのは、江戸時代までさかのぼる日本橋石町の松村系という系列につながるお

家でございます。保持者は版元から依頼を受け、絵師、彫師、摺師の分業制で行われてい

る木版画の業界におきまして、摺師の工程の部分を受け持っています。主な仕事としまし

ては、年に４回行われます、納札交換会、東都納札睦。こちらの千社札のデザインですと

か、それから版を作ることですとか、全部コーディネートしまして納札会に臨むというこ

とでございます。そのほか復刻の浮世絵ですとか、現代版画のオリジナル作品。川嶋さん

自身が絵を描きすので、オリジナル作品をつくっています。仕事は主に版元からの発注が

多いのですが、技術の高さにより近隣の寺社などから古い版木が出てきたときに、それを

摺る仕事も依頼されています。 

   技術の指定理由ですけれども、木版画摺というのはもともと墨一色摺りに始まったもので

すけれども、明和初年に絵師の鈴木春信、非常に著名な絵師ですが、主導的な役割を果た

して本格的な多色摺木版画が広まったと考えられております。江戸の技術に忠実に摺り上

げる木版画の技術は、日本の代表的な伝統文化である錦絵という多色摺版画を後世に継承

する上で、欠くことができない技術であり、区にとって大変貴重であるということでござ

います。 

  保持者の認定理由ですが、保持者は江戸時代から続く摺師である日本橋石町松村系の系

譜にあり、伝統的な木版画摺の技術を修得している。見本に忠実に素早く的確に数多くの

木版画を摺り上げるばかりでなく、自ら描いた作品を手がけるなど芸術性も評価される。

その系譜や技術伝承が明らかであり、５８年にわたって鍛錬を重ねてきた伝統的な木版画

による多色摺りの技術は、区にとって大変貴重である。 

  認定基準は表記のとおりでございます。 

  続きまして、最後に継続審議すべき有形文化財というのがございます。こちらは有形文

化財、建造物、荒川遊園煉瓦塀でございますが、こちらの荒川遊園の近く、旧小台橋小学

校の西側に残っている煉瓦塀です。建立年代は大正１１年で、今、長さ約４１メーターほ

ど残っております。こちらは大正１１年に尾久に開業しました荒川遊園の東側の境界に建

てられていた煉瓦塀でございますが、こちらの煉瓦塀は現在も住宅を仕切る境界として使

われたり、それから尾久地区の景観を象徴する存在として長年知られるものでございまし

た。平成２３年度の荒川区景観審議会の景観計画において「あらかわ遊園憩いの空間と、

歴史を感じる街並みが共存した景観」と位置づけられております。しかし近年建て替えな

どがございまして、一部解体されるものも出てきております。歴史的景観の維持のために
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も、文化財保護審議会ではこちらの煉瓦塀について保存のあり方等々について答申をいた

だきました。大正１２年の関東大震災、それから平成２３年３月の東日本大震災という大

規模な震災を乗り越えて今日に伝存していて、当時の煉瓦建築の様子を知ることができる

貴重な資料であるということで、こちらの保存について今、調査をしていただいていると

ころです。 

   審議継続の理由としまして、こちらの旧小台橋小学校跡地、それから荒川遊園は今リニュ

ーアルを行うということと、それから保育園を建設する事業が進んでおります。そちらの

計画も見据えた上でどのような景観を構成できるかということも調査した上で登録した方

がいいでしょうということで、今回は継続審議という答申をいただいております。 

  以上でございます。 

○教育長 ただいまの生涯学習課長とふるさと文化館長の説明につきまして、御質疑をお願いい

たしたいと存じます。 

○小林委員 この１番の杉野中尉殉難遺蹟の碑ですけれども、これは在郷軍人会で建てたという

ことなのですね。 

○ふるさと文化館長 そうです。 

○小林委員 陸軍ではなくて。 

○ふるさと文化館長 陸軍ではなくて、地元の人たちが建てたということです。 

○小林委員 むしろ地元の人たちが自発的に建てたと、そういう意味があるのですか。 

○ふるさと文化館長 まだ大正時代ですので、もちろん軍はございましたけど、むしろ地域の人

たちが、有名な方がここで亡くなったということを顕彰するような意味でこちらを建てた

と銘文にもございます。 

○小林委員 わかりました。ありがとうございます。 

○髙野委員 荒川遊園の煉瓦塀ですが、これは荒川遊園の一部として残そうという計画で、継続

審議ということになっているのですか。 

○ふるさと文化館長 荒川遊園と煉瓦塀が残っている小学校の間は、実は民間の住宅が建ってい

るのですね。ただ、保育園を建てかえるに当たって、こういった歴史的な、文化的な近代

構造物があるということも保育に役立つでしょうと。地域の歴史とともに保育をしていた

だければということも先生方はおっしゃっておりました。ただ、今おっしゃったように遊

園のリニューアル計画がございますので、どう生かせるか、又は説明板などどこにつける

かということも検討していきたいところでございます。 

○髙野委員 両立したいものですね。 

○教育長 私からもよろしいですか。田尻さんは表具師ということですけど、今、ふすまのある
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お家が少なくなってきてしまったではないですか。 

○ふるさと文化館長 そうなのです。 

○教育長 それで、普段はどんなお仕事されているのかなと。 

○ふるさと文化館長 実は以前はふすまのお仕事もされていたそうなのですけれども、今、むし

ろお寺の屏風の修理ですとか、お寺には仏間がございますし、それも有名な絵画が描かれ

ているようなふすまが多いものですから、むしろお寺さんの仕事が多いと聞いております。

ほとんど、普通のお宅の一般的な表具は手がけていないそうです。 

○教育長 わかりました。素盞雄神社の無形民俗文化財指定については、今年、素盞雄神社が本

祭だから喜びますよね、みんな。 

○ふるさと文化館長 恐らくとても張り切って皆さん、お祭りに参加されるのではないかと思い

ます。 

○教育長 次に竹生島詣図絵馬って、前にも報告がありませんでしたか。 

○ふるさと文化館長 去年、登録文化財になったばかりなのですけれども、非常に珍しい大きさ

であり、保存状態もよい状態で、すぐ指定するのはどうなのかという御意見もありました

けれども、せっかくここでいいものが出てきましたので、意識を高めていただきたいとい

うことと、それから七面明神の本体ですね。こちらが多分、東京でも非常に古い仏像であ

ろうと考えておりまして、こちらの調査に入るに当たってもちょっとこれは分析しておき

たいなということで、先生方の御意見もありまして、急いで指定したということです。 

○髙野委員 昨年、見ましたよね。 

○ふるさと文化館長 髙野先生に見ていただきました。 

○髙野委員 かなり大きなものでした。 

○ふるさと文化館長 そうです。非常に大きいものですね。後ろから銘文が出てきたものですか

ら、住職の関心がどんどん高まってきまして、もって調査をしてくれないかと学芸員に言

っております。 

○教育長 討論に付きましても、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ声あり〕 

○教育長 それでは議案第３号につきまして、特になければ討論を終了とさせていただきます。 

  御異議等ございませんでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ声あり〕 

○教育長 それでは異議ないものと認めます。議案第３号「平成２９年度荒川区登録文化財の登

録、荒川区指定文化財の指定、継続審議すべき有形文化財について」は原案のとおり決定

とさせていただきます。 
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  続きまして議案第４号「平成３０年度荒川区一般会計予算（教育事務）に対する意見の

聴取について」を議題といたします。それでは説明をお願いします。 

○教育総務課長 議案第４号「平成３０年度荒川区一般会計予算（教育事務）に対する意見の聴

取について」御説明申し上げます。 

  提案の理由でございます。平成２９年度荒川区議会定例会・２月会議に提案するため、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づきまして、区長が教育委

員会の意見を聴取するものでございます。 

  平成３０年度の一般会計予算の教育事務に関する部分についてのみ、御説明をさせてい

ただきたいと思います。１枚目を御覧ください。歳入につきまして３０年度予算額、教育

費につきましては７億２,５２３万８,０００円でございまして、前年度との比較増減はマ

イナス１１億７,１２１万４,０００円でございます。歳出でございます。教育費、３０年

度予算額の総額でございますが、８０億２,０００万円。２９年度予算額との比較は 

４億３,１００万円の減になってございます。総務費につきましては生涯学習の金額でござ

いまして、２４億５,５６１万１,０００円、この比較増減で、２９年度の比較では 

４億７,０６２万７,０００円の増になってございます。 

  １ページ以降御覧いただきますと、歳入・歳出科目のおのおのについての款項目につき

まして記載をさせていただいておりますが、１３ページのところに総括表をつくらせてい

ただいておりますので、そちらで御覧をいただければと思ってございます。予算総括表で

説明をさせていただきたいと思ってございます。 

   歳入につきましては、先ほど申し上げたようにマイナス１１億７,１２１万４,０００円で

ございますが、おのおのの減額につきまして主な増減理由につきましては、各項ですね。

分担金、負担金について使用料、手数料について記載をさせていただいてございます。 

１００万円以上の増減があるものについて記載をさせていただいておりますが、一番マイナ

スの大きい要因につきましては、特別区債が、学校教育施設等整備事業債が 

約４億２,３００万円の減額になってございます。また国庫支出金のうち学校施設整備費、

大規模改修の減によるもので、３,３２３万５,０００円。それから都支出金におきましては

教育研究委託費、これは都や国の研究指定校事業の費用減で、マイナス１,０１０万 

７,０００円余り。それと義務教育施設整備基金繰入金につきまして７億５,２００万円の皆

減となってございまして、こちらにつきましては、今後の学校との改修需要の増に備えまし

て、基金の取り崩しを３０年度は行わないということで繰入金として義務教育施設整備基金

からの繰入を行わないもので、皆減でございますので７億円余りという形で、主なマイナス

の要因につきましては、先ほど申し上げたように基金の繰入金と特別区債の学校教育施設等
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整備事業債の減額の大きな要因になってございます。 

  下段の表を御覧いただきまして、歳出でございます。教育費につきましては前年度と比

べまして、４億３,１００万円の減になってございます。教育総務費の中で大きく減になっ

ているのは、国・東京都研究指定校事業、これは事業の減少に伴いまして約１，０００万

円の減額になってございます。それと小学校費につきましては校舎整備費、大規模整備費、

主に中長期計画以外の修繕の減が３億１,４２７万８,０００円ありまして、その辺がマイ

ナスの大きな要因となってございます。また小学校費におきましては、教育ネットワーク

の運営費におきまして、校務支援システムの導入に伴いまして１億２,１７６万８,０００

円の増という形で、こちらは来年度以降、教育校務支援システムの導入が正式に決まりま

して、予算化されたものでございます。 

  中学校費につきましては、マイナスの金額が大きいのはやはり校舎整備費の大規模整備、

大規模改修の減でございまして、マイナス１億７,０８５万１,０００円でございます。こ

ちらにつきましても校務支援システムの導入が認められましたので、５,０７１万 

６,０００円増になっておりまして、７,７４３万５,０００円の予算がついてございます。 

  あと、幼稚園費につきましては、幼稚園管理費において就園管理システムの改修で 

約１,５３５万９,０００円増で３,１６８万７,０００円。それから幼児教育補助員派遣事業

の配置人数の増におきまして１,７５５万２,０００円の増になってございまして、 

７,９８２万７,０００円でございます。 

  生涯学習費につきまして、４億７,０６２万７,０００円の増になってございますが、こ

ちらにつきまして尾久図書館の改修費用がかかりますので、それが主な増の要因になって、

ほぼ全額というか、５億円ぐらい増えておりますので、ほぼこの金額が総務費における生

涯学習の増になってございます。 

   来年度の予算規模につきましては、通常の経費についてはほぼ全体として同額が認められ

ておりまして、一部大規模な修繕について、財政事情もありまして見送られている部分が

あって、マイナス。それから学校側から要望がございました校務支援システムにつきまし

ては来年度認められておりますので、来年度からシステム導入がスタートする予定になっ

てございます。 

  １５ページからは教育委員会の主要事業でございます。この中では１８ページを御覧い

ただきたいと思います。（２４）学校体育館における空調設備の設置、９３１万６,０００

円でございます。教育環境の更なる充実を図ると共に学校施設の防災機能の一層の強化の

ため、非常災害時に避難所となる全ての小・中学校体育館へ空調設備を設置するものでご

ざいます。 
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  ３０年度につきまして、体育館の規模や状況に応じた空調効果等の検証を実施するため、

４校程度でございますが体育館に空調設備を設置する予定でございます。主要事業の中で

３０年度新規についてのものがこちらになってございます。 

  甚だ簡単ではございますが、説明は以上でございます。 

○坂田委員 私の理解では、大規模修繕、大規模整備費関係が４億８，０００万円ぐらい減にな

っているから、それを考慮すると、その他の経費はほぼ同額ということですよね。毎年の

変化を見ると、経年の変化を見ると大体平年レベルということではないかなと思いました

けど。 

○教育長 坂田先生の御指摘でよろしいでしょうか。 

○教育総務課長 そのとおりでございます。校務支援システムの導入がやっと決まりましたので、

来年度以降導入するということでございます。 

○坂田委員 それは非常にいいことですよね。 

○教育長 校務支援システムについて、小堀課長、御説明をお願いします。 

○学務課長 来年度にこちらに導入と記載はございますが、実際に運営されるのは３１年度の夏

以降になると思います。来年は校長会、それからモデル校などを設定しまして、順次シス

テムの開発に取り組んでいく予定になってございます。 

○教育長 校務支援システムの中身について説明してもらえますか。 

○学務課長 中身については今、手書きとか、ワープロとかエクセルでうまく表を使ってやって

いただいている成績表ですとか、いろいろな永年で残していかなければいけない帳票、出

欠簿の管理ですとか、そういったものがシステムでできるようになるものです。学校間で

小学校から中学校に上がるときも、転校するときもそういったデータのやりとりがセキュ

リティを完全にかけてですけれども、簡単にできるようになるということになってござい

ます。 

○教育長 せっかく荒川区は、ＩＣＴを活用した学校教育をやっているので、それをぜひ先生た

ちの働き方改革にも生かさせていただきたいということで、ＩＣＴを活用して効率的な校

務の改善に結びつけていければと思ってございます。また、先生方には研究発表ですとか、

あるいは卒業式、入学式の際に体育館で発表をお聞きいただいたりごあいさつをいただい

たりしてるのですけれども、季節によっては大変寒かったり、暑かったりというところで、

肝心の子どもたちとか教員の健康管理にもここ近年の異常気象で困難な状況が生じていま

す。そういう点を受けて、議会の質問でも御紹介いたしましたけれども、大震災に備えて

ということもありますし、子どもたちの日常の教育環境の向上ということで体育館に空調

を入れることについて、来年度予算でモデル的に設置するという経費が予算案ですけれど
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も計上できました。 

○髙野委員 幾つか質問があります。一つは、１９ページの（２７）教育ネットワークシステム

の運用について。８,５００万円のお金がつき大変良いことです。これは昨年に行われまし

た小中学校校長会との懇談会で、いかに先生方の働き方を改善するかということが話題に

なり、電子機器の応用が述べられました。荒川区はコンピューター最先端区で、これを導

入、活用できたら教員の仕事量を減らすことが可能であると話し合われましたので、これ

が一つの反映の結果だと思います。良かったと思います。 

それから（２４）の学校体育館における空調を何とかできないかと、以前、阿部部長と話

をしましたら、これ実現しそうで。９００万円ですか。 

○教育部長 まずモデル的にやります。 

○髙野委員 モデルでしないで、全部できたらとてもいいなと思います。だからこれも一歩前進、

実現に向かっていると思います。 

   三つ目ですが、予算の中に、教育委員会で再三討論のありました国際性を養うために小学

校・中学校の英語教育のワールドスクール、また秋田県の大学との交流などの予算は必要

だということが昨年から叫ばれていますが、どこに反映されていますでしょうか。 

○指導室長 英語研修の講師として秋田県の国際教養大学の先生をお招きしてという形で考えて

いるところでございます。 

○坂田委員 １６ページの８、９あたりですか。 

○教育部長 小学校英語教育の推進ですね。 

○髙野委員 だんだん予算が増えてくることを期待いたしまして、これが導火線なってくれると

いいと思います。 

○教育長 そのほかございますでしょうか。 

○小林委員 １８ページの（１８）で新たな区独自の教員研修ということで、やはり教育の基本

は教師の質の向上だと思いますので、ぜひ積極的に進めていただきたいと思います。その

場合にできるだけ現場の先生方の御意見を聞きながら進めていただけるといいのかなとい

う気がいたします。教員研修にも、いろいろな研修があるかと思うのですけれども、やは

り現場の先生方が主体的にかかわっていただくことが非常に大事かと思いますので、ぜひ

よろしくお願いいたします。 

○坂田委員 私の方も一つ。先ほど髙野先生がおっしゃったように、ワールドスクールの経験を

基にした英語教育の強化のところは、我々としても重要であるし、効果が見込めると考え

ていますので、今後も引き続いてそこを。できるだけ学校現場に負担かからないように、

予算措置でできるようなことは予算措置でやって、学校とか皆さんに負担がかからない形
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でやった方がいいと思うのですよね。大学がいろいろなことをやってくれるのだったらま

とめてお願いするというふうにすれば、全体の負担は下がると思うのですが、一部こっち

でやって、一部向こうでとすると、いろいろ現場の負荷が増えてしまうと思うのですね。

全体としてこういった目的を達する上で、予算の額もあるのですけれども、現場の負担を

どうやって小さくするかという視点で我々としては常に考える必要があって、多分、パワ

ーアップ事業というのはいろいろなものをそこに寄せた方が、要するに、校長の裁量だか

ら、お金の管理がしやすいというのですかね。そういうことであるとすればそういうとこ

ろに寄せる方がいいかもしれないし、細かく分かれれば分かれるほど管理のコストが上が

りますので。少しお金が余分にかかっても、先ほど申し上げたように外の人がお金の管理

とか事務の管理もやってくれるのだったら、負荷がかかっているものは、そういう形で外

出しして、そこの部分は頼むとか。そういうようなことを考えていかないと、今、校長会

でおっしゃっているような問題というのは解決しないと思うのですよね。何でも従来こう

やっていたから、こうやりますと。中で全部経理もして、中で帳票の整理もしてとかいう

ことだと、やっぱりもう難しくなっているのではないかなと思います。 

  それから先ほどのシステムですけれども、私の経験だと最初はちょっと面倒に思うので

すね。だからトライアルの学校の評価というのは、ちょっと定着してきてから聞いた方が

いいかなと。導入当初だと多分、実際の利便性よりも低く評価されるのではないかなと思

います。最初は皆さん昔のやり方の方が便利だと思うのは当然のことなので、評価につい

てはそれを考慮して評価しないと、こういうものは過小評価になってしまうところがある

かなと思います。東京大学では例えば成績入力、すべてウェブ上でやっていますし、記録

されていますし、それから入力のチェックのシステムだとかそういうのもありますし、過

去の成績も残っています。そういう意味で、紙で書いてももちろんできることなのですが、

多分全体としては相当コストが下がっているのだと思うのですよね。最初はちょっと皆さ

ん違和感あるかもしれないけど、なれれば恐らく相当事務コストも下がると思いますので、

導入当初から少し余裕を持って評価をいただいたらいいのではないかと思います。 

○教育長 その点についてどうですか。 

○学務課長 実は校務支援システム、２３区で導入していないのは荒川区だけになってしまいま

して、ほかの区で使用経験のある先生方がいらっしゃる中での導入になりますので、その

点はややスムーズかなと思うのですが、今、坂田先生おっしゃったように、何事も最初に

入れたときは、学校からお問い合わせの電話がかかってくるのは常ですので、少しそこは

落ちついたときに、荒川区なりのカスタマイズが入れられるような段取りでやっていきた

いかなと思いましたので、また御指導よろしくお願いいたします。 
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○教育長 逆にあまりカスタマイズし過ぎてしまうよりも、スタンダードなものを入れた方がい

いかもしれません。学校があわせるようにしたほうかいいですね。その学校でしか使えな

いシステムになってしまったりするといけませんから。 

○学務課長 その辺、バランスよくやりたいなと思っております。 

○教育長 校務支援システムで、教職員の出退勤の管理も入れられるようになるのですか。 

○学務課長 出退勤の管理というよりは、児童・生徒さんの帳票などの管理が中心になります。 

ただ、パソコンをいつ立ち上げたとか、いつ消したとか、ログインとかログアウトの履歴

はとれますので、そういったところでかわりに活用していけるのかどうかというところは

研究かなと思っております。 

○坂田委員 出退勤は既に普通に使われているシステムがあるので、入れるか入れないかの考え

方だけだと思いますけどね。 

○教育長 一緒に、システムの中に入れてしまっているのですね。ぜひ来年度、システムの内容

を１年間かけて決定する中で、検討していただければと思います。 

○坂田委員 システムとは別に労務管理が重要です。現在、職場の管理運営を担われている副校

長の方々の負担を考える必要があると思います。 

○教育長 労務は本来的な管理職の業務ではあるわけですものね。 

○坂田委員 普通の会社ではそういうことですけどね。ただ、一般の組織と比べて管理職の割合

が低いのですよね、教育の方は。 

○教育長 特にほかに御意見等なければ、議案第４号「平成３０年度荒川区一般会計予算（教育

事務）に対する意見の聴取について」質疑及び討論を終了させていただきます。 

  議案第４号について御異議等ございませんでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ声あり〕 

○教育長 それでは、議案第４号については異議なしとさせていただきます。 

  次に報告事項に移ります。初めに「幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部改正につ

いて」、教育総務課長、説明をお願いいたします。 

○教育総務課長 幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部改正でございます。昨年の１２月に

給料の本体につきましては改正をさせていただきましたが、扶養手当につきましても人事

委員会勧告に基づきまして、支給額等を改めるほか、規定の整備をするものでございます。 

  主な改正内容でございますが、配偶者に係る扶養手当額を他の扶養親族と同額とし、子

に係わる手当額を引き上げるものでございます。また配偶者がいない場合の子１人に関す

る区分については、平成３０年度をもって廃止するものでございます。具体的には現行 

１万３,７００円の配偶者の金額につきまして、平成３０年度は１万円に。３１年度から本
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則になりまして６,０００円に、子につきましては現在６,０００円のところ、３０年度、来年

については７,５００円に、３１年度本則になりまして９,０００円に。なお、子については特

定期間、１５歳に達する以後の最初の４月１日から満２２歳に達する以後の最初の３月３１日、

実際には高校生から大学生にかかわる年代を特定期間と申し上げまして、その期間については

一部増額をするということで、現行１万円を来年度は１万１,５００円に、３１年度からは１

万３,０００円にするものでございます。なお※印の②で激変緩和処置といたしまして、平成

３０年３月３１日に「配偶者のいない場合の子一人のみ」又は「配偶者がいない場合の子一人

及び父母等」に係る扶養手当の支給を受けたものにつきましては、平成３０年４月１日以降に

つきましても手当額について４,０００円を加算した額とするという内容になってございます。

実施時期につきましては、平成３０年４月１日からの予定になってございます。 

   なお、これについて議案ですので、本来なら意見聴取が必要でございますが、まだ議案は

最終的に総務企画から固まったということで来てございませんので、次回の教育委員会で

意見聴取の議案は正式な議案として出させていただきたいと思っております。今回は報告

事項の説明という形にさせていただきたいと思ってございますので、よろしくお願いいた

します。 

○教育長 ただいまの説明につきまして、御質疑等ございますでしょうか。 

  これは、改めて次回の教育委員会で議案になるのですね。 

○教育総務課長 はい、２月５日には間に合うと聞いているので、５日に出させていただきたい

と考えてございます。 

○教育長 もう組合協議は済んでいるわけですよね。ですからあとは議案の体裁だけ整えばいい

わけですよね。 

  よろしいでしょうか。 

  それでは続きまして、「区立幼稚園における預かり教育のモデル実施について」小堀学

務課長、お願いします。 

○学務課長 「区立幼稚園における預かり教育のモデル実施について」御説明をいたします。幼

稚園教育を充実するため、平日の教育課程の終業後、また夏休みなどの長期休業中、夕方

の６時までお子さんをお預かりする制度となっております。平成３１年度の４月から実際

に制度をスタートする予定でございますが、今年の４月から職員の募集ですとか、園の環

境整備等がスタートいたしますので、この時期に御説明をさせていただくものとなってお

ります。モデル実施をいたします園は日暮里幼稚園となってございます。こちらについて

は預かり教育を実施することで、副次的に保育園の待機児童の解消につながるということ

で、待機児童の多い地域、また建物が学校と併設になっていない独立園ということで、日
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暮里幼稚園をモデル園とさせていただきたいと考えております。 

   定員につきましては、定期的に年間を通じて御利用いただける方が、園全体で２５名。ス

ポット的に保護者の方の御都合で利用できるような枠として１０名を予定してございます。

こちらに記載してございます保育料につきましては、汐入こども園が現在４時までお預か

りしている中時間保育というのがございますので、そこの保育料とそごがでないような形

で積算し、計算してございまして、月額が４,１００円。日額が４００円。長期休業中にあ

っては１日お預かりするに当たって８３０円と設定したいと考えてございます。こちらに

ついてはおやつ代が入ってございます。 

   職員体制につきましては、モデル実施として十分に子どもたちに目配りできるようにする

こと。それから６時までになりますので、先生方がズレ勤もございますので、そういった

対応のためにできれば選任の園長先生、それから３歳児の担任の先生、現在、非常勤講師

で対応してございますが、こちらについて常勤で対応を検討しているほか、預かり教育に

対応するため３名の非常勤職員の方、また特別な支援が必要なお子さんがいる場合には、

その程度及び人数に応じて臨時職員を配置していきたいと考えてございます。 

  裏面を御覧ください。裏面には預かり教育の流れといいますか、全体の様子がわかるよ

うな形で、時間によっての活動の内容を示してございます。お預かりする時間が長くなり

ますので、保育園のようにお昼寝の時間ですとか、おやつの時間、市販品になりますが、

アレルギーに対応したおやつの提供などをしてまいりたいと考えてございます。活動内容

としてはこちらに記載のとおり、教育課程外でありますので、何かお教えするということ

ではなくて、みんなで仲よく遊んだりとか、あと異年齢のお子さんを一括してお預かりし

ますので、そういったところの交流ですとか、あと長期休業中に当たっては目の前に日暮

里図書館がございますので、おはなし会など地域の活動にも参加してまいりたいと考えて

ございます。 

  御説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

○教育長 ただいまの説明につきまして、御意見、御質問等ございますでしょうか。 

○小林委員 大変すばらしい事業だと思います。まず初めに荒川区における待機児童。保育園に

入りたいけど入れないという待機児童の数を教えていただきますか。 

○学務課長 幼稚園に通う年齢の３歳児から５歳児のところで、平成２９年度で不承諾となった

お子さんが３歳児からで区全体で２５名。多いのは０、１歳。日暮里幼稚園に通うような

エリアの方では５名のお子さんが保育園に入れなかったということになってございます。 

○小林委員 ということは、定員２５名で人数があふれるということはあまり予想されないとい

うことですか。 
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○学務課長 もしかすると制度ができたことによって、お仕事を始めようかしらという応募者の

方がいた場合には、どうなるのかなというのはあります。そこも含めてモデル園で検証し

ていきたいと考えてございます。 

○教育長 保護者の中には、保育園ではなくて幼稚園で幼児教育をしっかり受けさせたいという

思いと、そうは言いつつ家庭の経済状況を考えると、パートにしろ何にしろ自分も働いて

一定の賃金を得たいという方もいらっしゃるので、潜在的な需要はあるのではないかと思

います。 

  ほかに御意見等は、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ声あり〕 

○教育長 それでは、最後の案件になります。「伝統工芸技術継承者育成支援事業補助延長につ

いて」生涯学習課長、説明をお願いいたします。 

○生涯学習課長 それでは、「荒川区伝統工芸技術継承者育成支援事業の補助延長について」御

報告申し上げます。当事業におきまして、補助の延長の希望者が３名ございます。内容の

方で詳しく説明いたしますけれども、この補助延長につきまして文化財保護審議会の意見

を聴取した結果、延長は妥当であるとの回答を得ましたので、御報告するものでございま

す。 

  内容につきましては４項目ございますけれども、裏面と次ページの３番の事業実施状況

と４番の補助内容につきましては記載のとおりということで御確認いただきまして、表面

の内容の１番と２番につきまして、御説明申し上げます。 

  内容の１でございます。補助延長の希望者３名について。理由でございますけれども、

荒川区の文化財でございます伝統工芸技術の保存と継承のためには、さらに修業をする必

要があると判断したためでございます。毎年審査を行うことも望ましいとのことでござい

ます。 

  ２番の補助延長の希望者につきましては、ふるさと文化館の館長の野尻より説明申し上

げます。 

○ふるさと文化館長 それでは延長希望者の説明をさせていただきます。木版画摺の先ほど指定

文化財になられました川嶋秀勝さんのところに小川信人さんという継承者いらっしゃいま

す。小川さんは今年の平成３０年３月で丸３年を迎えて、今度初めて延長ということにな

ります。延長理由でございますけれども、修業した３年間で木版画摺における基本的な技

術を体得するように取り組んできて、習熟度は非常に上がってきたということなのですけ

れども、今度は浮世絵作品、実際には小さいものばかりやらせていたのだけれども、本格

的な作品の風景画ですとか、美人画などの制作の経験を積ませたいと考えているそうです。



- 25 - 

さらに高度な技術を修得するためには、延長を希望しているということで、計画としまし

て５年は修業させていただきたいという御要望でございました。 

  続きまして、角光男さん。漆塗の職人さんですけれども、こちらの継承者、塚本真理恵

さんですが、平成２５年から修業しておりまして、今回の延長がもし許可されましたらあ

と１年で終了ということになります。この５年間の修業で漆塗りの基礎を修得しまして、

角さんのところの目玉商品であります、ビアカップ等の製品の文様付けなどは彼女が行っ

ております。今後は、実際の製品づくりなどに積極的に取り組んでほしいと。実際にはお

わんですとか本格的な木地に漆を重ねていくような仕事をまだ修得させていないので、そ

ちらを今後は重点的にやりたいと御希望されております。ちなみに角さん、今度は尾久の

近くの商店街の方にお店を出店される予定でおりまして、修業している塚本さん、それか

らもう１人弟子をとりましたので、その２人がお店のお手伝いですとか、作業ができる場

所も確保したいというお話もされておりました。 

  続きまして渡辺光さん。指物の職人さんですが、娘さんの渡辺久瑠美さんを指導されて

おりました。平成２５年４月からということで、塚本さんと同じで、今度の延長希望が通

りましたら、６年間の満期ということになります。５年間の修業で指物に携わる基本とし

ての道具使いですね。それから加工技術を習得するべく取り組み続けて、箱物ですとか小

型の姫鏡台などは製作できるようになったそうです。今後、あと１年間で技術・技法に磨

きをかけると同時に、親方の指示で動くのではなくて、自分で計画をつくって製作できる

ようにさらにレベルの高い作品を一人で完成するような職人に育てたいということでござ

います。ちなみに渡辺さんと娘さんの久瑠美さん、２人でお名前は明かしてくださらなか

ったのですが、歌舞伎役者の鏡台を製作しているということをおっしゃっていました。 

  以上３名の延長を審議会の方から妥当であるという御意見をいただきました。以上でご

ざいます。 

○教育長 ただいまの御説明につきまして、御質問、御意見等ございますでしょうか。 

  この事業は基本が３年間で、延長は３回までなのでしたか。 

○ふるさと文化館長 そうです。最長６年ということです。ただ、業界によっては浮世絵のよう

に５年が一応目安という決まりがあるところもございます。 

○教育長 一人前になるのに一人の親方というか、職人さんのもとで５年とか１０年とか修業し

た方がいいのか、それともいろいろな親方の下で、いろいろな技術を学んだ方がいいのか、

どうなのでしょうね。 

○ふるさと文化館長 基本的に、例えば指物の業界のお話を聞きますと、ある程度１人の親方の

ところで修業して、その後、親方の指示の下にほかの職人さんのところに行くということ
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はありますが、勝手に移動することはないと。もう既に分業制になっているところも多い

ものですから、例えば漆塗りの職人さんが木地を作るということは今のところございませ

んので、むしろ漆塗りに特化した形で、デザインですとかまた新たなニーズに合わせたよ

うな製品開発とかそちらの方にもっと力を入れたいという話をしておりました。 

○教育長 例えば、木版画摺の川嶋さんのところで修業したら、今度、松崎さんのところで修業

するとか、そういうのは無理なのですか。 

○ふるさと文化館長 先ほども言いました職人の中に系譜がありまして、松崎さんのところの系

譜とこの川嶋さんのところの系譜がちょっと違いますので、基本的には川嶋さんの技術と

いうのは、関岡扇令さんの先代さんの指定文化財だった方の技術を継いでおるわけですの

で、それで一人前にして業界にデビューさせるということになります。 

○教育長 そうすると、他の摺師の手法は参考にはならないということでしょうか。 

○ふるさと文化館長 参考にならないということではないですけれども、仕事を分け合うという

ことはあるらしいです。問屋から来たものが、松崎さんのところでできないので、関岡さ

んの方でちょっとやってくれないかというような譲り合いはあるのですけど、基本的には

同じ物を、多分どの摺師に頼んでも発注元の方は同じように摺ってくれというオーダーを

出しているはずなので、注文側は同じ作品がどこに出してもできると考えているとは思い

ます。ただ、ちょっと親方の方はなかなかほかのところで修業していいよとはおっしゃら

ない。 

○教育長 先生方、いかがでしょうか。 

○小池委員 伝統工芸技術展に行って感じるのですけどね。伝統工芸、このままやっているのだ

と、だんだん先細りになるというか、ちょっと値段も高いしね。じゃあ、どうしたらいい

かなと考えるのだけど、デザインの方をもうちょっと斬新なデザインというか、今までの

伝統工芸、技術は伝統工芸でありながら、デザインをがらっと変える。このビアカップよ

りももっと変わったものにしないと、だんだん先細りになってしまうのではないかなとい

うことを感じるのです。だからこの職人の方たちプラス、デザインをやれる人に手伝って

もらうとかね。何かそういうことにもお金を使っていいのではないかと感じがします。 

○ふるさと文化館長 実際には生涯学習課の事業ではないのですけれども、経営支援課の方の事

業で、デザインなどをマッチさせるような事業もございますし、それからここのところの

傾向なのですが、職人さんが継承者を選ぶとき、ほとんど美大出身者、要するにデザイン

もできる、センスも問いながら採用しているという傾向がありますので、親方が今までや

ってきたものではなくて、若手の職人の卵の方の発想というのもこれから使いたいという

ことはおっしゃっています。弟子を育てている職人さんはそういう発想の下にやっている
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のですけれども、ほかの方々に対して補助の制度というのは今のところ、私どもでは持ち

合わせてはないです。 

○生涯学習課長 デザイン性の変化といいますか、技術を持つ方ということも併せつつ、同時に

伝統技術展そのもの、事業の見直しといいますか、スポーツセンターの大規模改修が平成

３１年度に行われますので、現在、いろいろな施設を検討しているところでございます。

例えば日暮里の方で開催をして、荒川区内だけにとどまらず、全国からこられるような仕

掛けであったり、イベントのやり方も含めてもっともっと人が来てたくさん買ってくれる

ような、そういう仕掛けもつくっていきたいなと思ってございます。 

  以上でございます。 

○教育長 ほかにございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

  予定しておりました事項は以上でございますけれども、事務局から連絡事項等ございま

すでしょうか。 

○生涯学習課長 ピンクの冊子でございますけれども、前回の教育委員会におきまして御報告申

し上げました、荒川コミュニティカレッジの入学案内が刷り上がりましたので、配付申し

上げるものでございます。よろしくお願いいたします。 

○小林委員 この入学案内の７ページのところで選択講座というのがありまして、非常に魅力的

な講座だな、事務局すばらしいなと思いながら見せていただきました。これは一般公開で

はないのですか、選択講座の分というのは。 

○生涯学習課長 ６ページと７ページ。６ページが公開講座、７ページが選択講座と分けていま

すのは、公開講座は、入学してない方もどうぞ来てくださいというものでございます。そ

の際にぜひコミュニティカレッジの魅力を知っていただき、入学の促進になれば幸いでご

ざいます。先生がおっしゃっています選択講座については、現役の受講生と修了生の方も

対象とさせていただいおります。 

○小林委員 選択講座の部分がすばらしいのですが、これは修了生、現役生だけのためのような

位置付けなのでしょうか。 

○生涯学習課長 そこのバランスなのですけれども、閉じ込めるのではなくて、公開にした方が

いいのではないかというアドバイスですとか御意見ございましたら、柔軟に対応させてい

ただきたいと思ってございます。 

○小林委員 非常に魅力的なものが多いので、どういう形で進められているのかなと思いまして。

むしろ少人数で受講生が相互に議論しながら進めていくという意図なのでしょうか。 

○生涯学習課長 深掘りしていただいて本当にありがとうございます。おっしゃってくださった

ようにワークショップでございます。５、６人の１グルーブで議論していく、ワークショ
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ップ型の講座でございます。この講座については、できれば選択講座で実施していきたい

と考えております。公開講座はその１個手前の座学形式でございます。次のステップでワ

ークショップ。そこからこれをやりたいという人たちが出たら、またその人たちが企画を

してイベントを学園祭とかで試してみるとか。その三つのステップで我々は考えていまし

た。二つ目のステップ以降は受講生と修了生でというのは基本的な考え方ですけれども、

そこの境目をどうするかというのは柔軟に考えていきたいなと思っております。 

○小林委員 魅力的な講座でしたので、質問させていただきました。 

○教育長 来年度も実施する中で、一般の方々からも強い要望がある講座等については、公開と

してもいいかもしれませんね。 

○生涯学習課長 先生の御意見を十分踏まえまして、先入観を持たずに進めていきたいと思いま

す。 

○教育長 よろしいでしょうか。 

  それではこれを持ちまして第２回定例会を終了とさせていただきます。 

―了― 

 


